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注目

注目
１ 児童扶養手当の所得限度額等を引き上げます

ひとり親家庭等の皆さんへ

[1]所得限度額の引き上げ

[2]第3子以降の加算額の引き上げ

問子育て支援課子育て支援担当（☎ 594-5537）

　児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一
部支給」があります。この度、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
なお、扶養義務者等の所得限度額については変更はありません。

　第３子以降の加算額が引き上げられ、第２子の加算額と同額になります。

全部支給 一部支給
旧 新 旧 新

本体額 4万 5,500 円 4万 5,500 円 　4万 5,490 円
　　～ 1万 740円

　4万 5,490 円　　
　　　～ 1万 740円

第２子
加算額 1万 750円 1万 750円 1万 740円～ 5,380 円 1万 740円～ 5,380 円

第３子以降
加算額 6,450 円 1 万 750円

（第２子加算額と同じ） 6,440 円～ 3,230 円 1 万 740円～ 5,380 円
（第２子加算額と同じ）

受給資格者本人の前年所得

扶養人数
全部支給 一部支給

給与収入目安額 所得額 給与収入目安額 所得額
旧 新 旧 新 旧 新 旧 新

０人 122 万円 142 万円 49 万円 69 万円 311 万
4,000 円

334 万
3,000 円 192 万円 208 万円

１人 160 万円 190 万円 87 万円 107 万円 365 万円 385 万円 230 万円 246 万円

２人 215 万
7,000 円

244 万
3,000 円 125 万円 145 万円 412 万

5,000 円
432 万
5,000 円 268 万円 284 万円

３人 270 万円 298 万
6,000 円 163 万円 183 万円 460 万円 480 万円 306 万円 322 万円

以降+１人 ー ー +38万円 +38万円 ー ー +38万円 +38万円

　これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされ
なかった人も、今回の制度改正で手当を支給できる場合があります。令和 6年 10月末
までに認定請求することで、11月分以降の手当を受けられる場合がありますので、ご
相談ください。

〈広告〉
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注目

注目
２ 1 万歩運動スマートフォンアプリをリリース！

スマホでめざせ！毎日１万歩運動

　活動量計による歩数計測や体組成計による体重・体脂肪の
測定ができる「めざせ！毎日１万歩運動」が、新たにスマー
トフォンアプリから参加できるようになりました。アプリは
・ 窓口来庁不要！自宅から申込手続きができます。
・活動量計の購入が不要なため、無料で参加できます。
・ 公民館等に設置してある「あるこう！かざすくん」を使わず、

いつでもどこでも歩数データの送信が可能になります。
・平均歩数や獲得ポイントなどをすぐに確認できます。
・ ブラウザから月別や年間の歩数などの実績が確認できるた

め、紙で管理する必要がなくなります。
※ 引き続き活動量計も利用できますが、アプリへの切替も可

能です。なお、アプリ非対応のスマホもあります。

◆ アプリによる新規参加者または参加方法を活動量計から
アプリに変更した人に 300 ポイント付与！

＜新規参加者随時募集中＞
対  市内在住・在勤・在学で 18 歳以上の人（令和６年度中に

18 歳になる人を含む）で、健康上運動に支障がない人。
申  健康づくり課窓口、市ホームページからダウ

ンロードできる申込書に必要事項を記入して
健康づくり課へ持参、または右のＱＲコード
から申込み。

問健康づくり課健康推進担当（☎ 511-7704）

〈広告〉

注目
３ 保育施設の新規利用受付令和７年４月からの

問保育課保育担当（☎ 594-5538）

　令和７年４月から保育施設の利用を希望
する人は、期間中に保育課保育担当（☎
594-5538）へ申請してください。申請用
紙や利用案内は、10 月１日（火）から保
育課で配布します。

申請期間

10月16日（水）～11月15日（金）
の平日 8：30 ～ 17：15

※ 詳細は市ホームページを
　確認してください。
※利用決定は令和７年２月上旬予定。
※ ５月以降の利用申請は利用を希望する月

の前月５日（土・日曜日、祝日の場合は
直後の平日）までに申請してください。

※対象年齢は変更する場合があります。

運営 区分 保育施設名 所在地 電話番号 対象年齢 ( 予定 )

公
立

保 中央保育所 栄 1-2 593-2315 ６か月～就学前
保 深井保育所 深井 4-2 542-8418 ６か月～　　 〃　
保 東保育所 本宿 7-80-1 590-1100 ６か月～　　 〃

民
間

保 高尾保育園 高尾 8-180 591-8400 生後８週～ 　〃
保 中丸保育園 二ツ家 2-45 592-5578 ６か月～　　 〃
保 みなみの森保育園 緑 3-304 598-4480 ６か月～　　 〃
保 緑の詩保育園 深井 3-157 540-3377 ６か月～　　 〃
認 きたもと幼稚園 宮内 7-71 591-4653 ２歳児クラス～ 〃
認 せきね幼稚園 本町 5-34 591-4658 ３歳児クラス～ 〃
認 いしと幼稚園 荒井 3-57 591-2457 ２歳児クラス～〃
認 ふじ幼稚園 宮内 2-77 591-4659 ２歳児クラス～〃
認 みなみ絵本のこども園 本町 4-43 591-0560 ６か月～　　 〃
認 北本東スマイルこども園 二ツ家 3-28 590-2222 ６か月～　　 〃
認 北本中央幼稚園 下石戸 1-449 591-8308 ２歳児クラス～ 〃
認 北本みなみ幼稚園 緑 3-304 591-2280 ２歳児クラス～ 〃

事 埼玉ヤクルト保育園
北本もぐもぐ保育ルーム 本町 4-22-2 577-7555

080-4145-3904 ６か月～２歳

小 ことりの詩保育園 深井 3-160-1 540-5900 ６か月～２歳

小 保育室びおもす 中丸 9-257 580-7187 ６か月～２歳

小 （仮称）さくら保育園 栄 7-1-24-102 080-5517-9610 ６か月～２歳

小 （仮称）つぼみの詩保育園 深井 5-108-1 540-3377 ６か月～２歳

【対象施設一覧】保…保育所　認…認定こども園　事…事業所内保育所　小…小規模保育事業所
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